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                結核予防費（健康診断）県費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、結核患者の早期発見を図り、集団の安全を確保するため、感染症の予防 

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「法」と

いう。）第60条の規定に基づき、学校の設置者等に対し、定期健康診断事業に要する経

費に関して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県

補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。以下「規則」という。）に定める

ほか、この要綱に定めるところによるものとする。 

 

 

 （補助対象事業者） 

第２条 補助金の交付を受けることのできる者は、学校（専修学校及び各種学校を含み、

国、県又は市町村の設置するもの及び修業年限が１年未満のものを除く。）又は感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成 10 年政令第 420 号）

第11条に規定する施設（国、県又は市町村の設置するものを除く。）の設置者とする。 

 

 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、法第53条の２の規定による定期の健康診断と

する。 

 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

（１）次の表の第１欄に定める算定基準により算定した額と第２欄に定める対    

象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。 

（２） （１）により選定した額と当該事業に係る総事業費から寄付金その他の    

収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。 

（３）  （２）の補助基本額に第３欄に定める補助率を乗じた額を交付額とする。 

    ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。 
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１ 算定基準 ２ 対象経費 ３ 補助率 

次に掲げる額の合計額 

 ５０３円×健康診断を受け

た健康診断者の延数 

 ただし、結核の既往のある

者や高齢者、外国生まれの者

等リスクの高い者について

は、直接撮影１，７４０円×

直接撮影を行った者の延数 

 

 法第60条の規定による健康

診断(事業者が行う健康診断

を除く。)のために必要な報

酬、職員手当等（特の高い者

については、直接撮影殊勤務

手当）、報償費（謝礼）、旅費、

需用費、役務費、使用料及び

賃借料、委託料 

 

 

２／３以内 

 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しな

ければならない。 

  （１）結核予防費（健康診断）県費補助金交付申請書（第１号様式） 

  （２）結核予防費（健康診断）県費補助金所要額調書（第２号様式） 

  （３）結核健康診断内訳書（第３号様式） 

  （４）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 （補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、第５条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定を通知

するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条

件を付けるものとする。 

 

 

 （申請の取下げ） 

第７条 前条第１項の規定による決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、

補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規定による交付の決定の通知

を受けた日から起算して１５日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければ

ならない。 
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 （変更の承認の申請） 

第８条 補助事業者は、第６条の内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を知事

に提出し、規則第５条第１項第１号規定に基づき、その承認を受けなければならない。 

 ただし、軽微な変更（補助金等交付決定額の２０％以内の減額）については、この限り

でない。 

  （１）結核予防費（健康診断）県費補助金変更承認交付申請書（第４号様式）  

  （２）結核予防費（健康診断）県費補助金所要額調書（第２号様式）  

  （３）結核健康診断内訳書（第３号様式）  

  （４）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 （指示及び検査） 

第９条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うこ 

 とができる。 

 

 

 (状況報告) 

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行 

 が困難となった場合は、速やかに知事に報告しなければならない。 

 

 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から３０日

以内または当該年度３月３１日のいずれか早い日までに、法 53 条の７の規定に基づき

知事（保健所長経由）へ報告するとともに、次に掲げる書類を知事に提出しなければな

らない。 

  （１）結核予防費（健康診断）県費補助金実績報告書（第５号様式） 

  （２）結核予防費（健康診断）県費補助金精算額調書（第６号様式） 

  （３）結核健康診断内訳書（第３号様式） 

(４) 歳入歳出決算書（見込書）抄本  

 

 

 （補助金の確定及び交付） 

第１２条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、

補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 
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２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（第７号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１３条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補 

 助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 第６条第２項の規定により知事が付けた条件に違反したとき。 

（２） 第８条の規定に違反したとき。 

（３） 第９条の規定による知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若

しくは妨げたとき。 

（４） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、 

 知事は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。 

 

 

 （補助金の経理等） 

第 １４条 補助事業者は、補助金にかかる経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保存しなければならない。 

 

 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 この要綱は、平成２３年２月１日から施行し、平成２２年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年２月２２日から施行し、平成２４年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、平成２６年１２月８日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。

この要綱は、平成２８年１２月１３日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、平成３０年９月１４日から施行し、平成３０年度分の補助金に限り適用する。 

この要綱は、平成３１年３月２５日から施行し、平成３１年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和７年５月３０日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 


